
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
対
象
者
除
く
）
に
「
国
民
健
康
保

険
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
８
月
〜
来
年
７
月
31
日
に
有

効
な
高
齢
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に

送
付
し
ま
す
（
更
新
手
続
き
不
要
）。

※
来
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
人
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で 

有
効

限
度
額
適
用
認
定
証

　

対
象
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、

申
請
す
る
と「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

（
住
民
税
非
課
税
の
国
保
世
帯
に
属

し
て
い
る
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
認
定
証
を
医
療
機
関
に

提
示
す
る
と
、一
医
療
機
関
（
入
院
・

国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
夜間納付相談

　保険料の納付および納
付相談窓口を設けていま
すので、ご利用ください。
日時　毎月第3木曜日（祝
日除く） 午後5時30分～
8時
場所　国保年金課　

外
来
・
歯
科
は
そ
れ
ぞ
れ
別
計
算
）

で
の
一
月
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
㈫
で
す
。
８
月

以
降
も
必
要
な
場
合
は
、
新
た
に
申

請
が
必
要
で
す
。
更
新
の
手
続
き
は

７
月
２
日
㈪
以
降
に
受
け
付
け
ま
す
。

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

国
民
健
康
保
険
加
入
者
（
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
の
対
象
者
除
く
）

①
70
歳
未
満

②
70
歳
以
上
で
住
民
税
非
課
税
の
国
保

世
帯
に
属
し
て
い
る 

③
70
歳
以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
で

所
得
区
分
Ⅰ
（
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
３
８
０
万
円
未
満
）
ま
た
は

所
得
区
分
Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万

円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
）
に
該
当

す
る

※
平
成
30
年
８
月
か
ら
70
歳
以
上
の

現
役
並
み
所
得
者
の
所
得
区
分
が
細

分
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
③
に
該

当
す
る
人
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

国民健康保険の高額療養費等の見直しについて
問合先　国保年金課

■平成30年8月から世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をしていだだく観点から、低
所得者に配慮した上で、70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。
　なお、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額は平成27年1月に先行して見直されています。
70歳以上の人の高額療養費
＜平成30年8月～＞　※低所得Ⅰ・Ⅱは変更ありません。

対　象 自己負担限度額（月額）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現
役
並
み

所
得
者
（
＊
1
）

現役並みⅢ
（課税所得690万円以上）

252,600円＋（医療費ー 842,000円）×１％
〔140,100円（＊5）〕

現役並みⅡ
（課税所得380万円以上）

167,400円＋（医療費ー 558,000円）×１％
〔93,000円（＊5）〕

現役並みⅠ
（課税所得145万円以上）

80,100円＋（医療費ー 267,000円）×１％
〔44,400円（＊5）〕

一　般（＊2） 18,000円（＊6） 57,600円〔44,400円（＊5）〕
低所得Ⅱ（＊3） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（＊4） 15,000円

（＊1）住民税課税所得額（各種所得控除後の所得額）が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者と同一世帯に属して
いる国保被保険者
（＊2）現役並み所得者、低所得Ⅰ･Ⅱ以外の国保被保険者
（＊3）同一世帯の世帯主と国保被保険者が全て住民税非課税である世帯に属している低所得Ⅰ以外の国保被保険者
（＊4）同一世帯の世帯主と国保被保険者全てで、各人の所得が必要経費・控除（年金の所得は控除を80万円として計算）
を差し引いたときに0円となる国保 被保険者
（＊5）過去12ヵ月の間に4回以上該当した場合、４回目以降の限度額
（＊6）年間の上限は144,000円で、8月～翌年7月の累計額に対して適用
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